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各区役所就学事務担当

就学義務の猶予又は免除

保護者は、その保護する学齢児童・生徒を就学させる義務を負っていますが、一定の事由を有する保護者
は一定の手続を経て就学義務を猶予または免除されます。

学校教育法第18条

・病弱による場合（治療または生命、健康の維持のため療養に専念することを必要とする場合）
・その他の場合（児童生徒の失踪、重国籍者等）

学校教育法（抜粋）
第十八条 　前条第一項又は第二項の規定によって、保護者が就学させなければならない子（以下それぞれ
「学齢児童」又は「学齢生徒」という。）で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困
難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同
条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる。

〈参考〉
第十七条 　保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達し
た日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就
学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義
務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属す
る学年の終わり（それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の
終わり）までとする。
２　保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した
日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中
学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を
負う。

各区役所就学事務担当

１週間

なし

各区役所就学事務担当

当該事由が発生したとき、または重国籍の場合は義務教育以外の学校への就学時

ア　病弱による場合（治療または生命、健康の維持のため療養に専念することを必要とする場合）
　保護者は就学猶予免除願と医師の診断・所見書を添え、居住区の区長へ提出する。
イ　その他の場合（児童生徒の失踪・重国籍者等）
　保護者は、就学猶予免除願と届出の事由を証する書面を添え、居住区の区長へ提出する。

なし


